
 

 
 

 

伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
開
催
時
の
対
象
地
域
及
び
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人

機
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
開
催
時
の
対
象
地
域
及
び
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に

お
け
る
小
型
無
人
機
の
飛
行
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
要
人
へ
の
危
険
を
未
然
に
防
止
し
、
も
っ
て

会
議
の
円
滑
な
実
施
、
良
好
な
国
際
関
係
の
維
持
及
び
地
域
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
対
象
地
域
」
と
は
、
志
摩
市
阿
児
町
神
明
に
所
在
す
る
賢
島
の
円
山
公 

園
内
の
四
等
三
角
点
（
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
四
等
三
角
点
を
い

う
。
）
を
中
心
と
し
て
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
半
径
を
有
す
る
円
内
の
地
域
（
海
域
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
対
象
施
設
」
と
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
施
設
を
い
う
。 

３ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
対
象
施
設
周
辺
地
域
」
と
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地

域
を
い
う
。 

４ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
小
型
無
人
機
」
と
は
、
飛
行
機
、
回
転
翼
航
空
機
、
滑
空
機
、
飛
行
船
そ
の

他
の
航
空
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
器
で
あ
っ
て
構
造
上
人
が
乗
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の

う
ち
、
遠
隔
操
作
又
は
自
動
操
縦
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
自
動
的
に
操
縦
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
に

よ
り
飛
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。 

５ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
要
人
」
と
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
そ
の
配
偶
者
並
び
に
別
表
で
定
め
る
外

国
要
人
を
い
う
。 

６ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
敷
地
」
と
は
、
一
の
建
築
物
又
は
用
途
上
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
二
以
上
の

建
築
物
の
あ
る
一
団
の
土
地
を
い
う
。 

（
対
象
施
設
等
の
指
定
等
） 

第
三
条 

知
事
は
、
第
一
条
の
目
的
に
照
ら
し
そ
の
施
設
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
の
飛
行
に
よ
る

要
人
へ
の
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
、
対
象
施
設
と
し
て
指
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
併
せ
て
当
該
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を

指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
施
設
及
び
当
該
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き

は
、
当
該
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
当
該
対
象
施
設
に
係

る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
施
設
及
び
当
該
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
警
察
本
部
長
（
当
該
対
象
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
が
海
域

を
含
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
警
察
本
部
長
及
び
第
四
管
区
海
上
保
安
本
部
長
）
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

４ 

知
事
は
、
対
象
施
設
及
び
当
該
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
施
設
に
係
る
対
象
施

設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
当
該
対
象
施
設
の
名
称
、
所
在
地
及
び
敷
地
又
は
区

域
並
び
に
当
該
対
象
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

知
事
は
、
対
象
施
設
及
び
当
該
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
施
設
に
係
る
対
象
施

設
周
辺
地
域
に
つ
い
て
そ
の
指
定
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
指
定
を
解



除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 
知
事
は
、
対
象
施
設
及
び
当
該
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
施
設
に
係
る
対
象
施

設
周
辺
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
対
象
地
域
及
び
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
の
飛
行
の
禁
止
） 

第
四
条 

何
人
も
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
、
対
象
地
域
及

び
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
い
て
、
小
型
無
人
機
を
飛
行
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可
を
受
け
た
者
が
そ
の
許
可
に
係
る
小
型
無
人
機
を
飛
行
さ
せ
る

場
合
及
び
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
業
務
を
行
う
た
め
に
小
型
無
人
機
を
飛
行
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
業
務
を
行
う
た
め
に
小
型
無
人
機
を
飛
行

さ
せ
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
公
安
委
員
会
（
小

型
無
人
機
を
飛
行
さ
せ
る
経
路
が
海
域
を
含
む
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
公
安
委
員
会
及
び
第
四
管
区

海
上
保
安
本
部
）
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
飛
行
の
許
可
） 

第
五
条 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
に
、
対
象
地
域
及
び
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
い
て
、

小
型
無
人
機
を
飛
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
要
人
へ
の
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
許
可

に
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

第
六
条 

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

 

二 

操
縦
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 

三 

小
型
無
人
機
の
飛
行
の
目
的 

 

四 

小
型
無
人
機
の
種
類
、
大
き
さ
、
形
状
及
び
数 

 

五 

小
型
無
人
機
を
飛
行
さ
せ
る
日
時
、
飛
行
さ
せ
る
時
間
及
び
飛
行
さ
せ
る
地
域 

 

六 

小
型
無
人
機
に
付
属
さ
せ
る
機
器
等
の
有
無
及
び
そ
の
内
容 

 

七 

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
飛
行
さ
せ
る
経
路
を
記
載
し
た
図
面
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
許
可
の
基
準
） 

第
七
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
し
て
は
な

ら
な
い
。 

 

一 

対
象
地
域
及
び
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
い
て
、
小
型
無
人
機
を
飛
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
要
人
に
危
険
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。 

 

二 

要
人
の
警
備
の
妨
げ
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。 

 

三 

前
二
号
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
知
事
が
必
要
と
認
め
る
と
き
。 

（
変
更
の
許
可
） 

第
八
条 

第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
当
該
許
可
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き



は
、
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
許
可
の
取
消
し
） 

第
九
条 
知
事
は
、
第
五
条
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

虚
偽
の
申
請
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
と
き
。 

二 

前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

（
安
全
の
確
保
の
た
め
の
措
置
） 

第
十
条 

知
事
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
小
型
無
人
機
を
飛
行
さ
せ
、
又
は
飛
行
さ
せ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
小
型
無
人
機
を
飛
行
さ
せ
、
又
は
飛
行
さ
せ
る
お
そ

れ
が
あ
る
者
に
対
し
、
当
該
小
型
無
人
機
を
対
象
地
域
及
び
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
か
ら
退
去
さ

せ
る
こ
と
そ
の
他
要
人
へ
の
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
当

該
措
置
を
と
ら
な
い
と
き
、
そ
の
命
令
の
相
手
方
が
現
場
に
い
な
い
た
め
に
当
該
措
置
を
と
る
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
同
項
の
小
型
無
人
機
を
飛
行
さ
せ
、
若
し
く
は
飛
行
さ
せ
る
お
そ

れ
が
あ
る
者
に
対
し
当
該
措
置
を
命
ず
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
職
員
又
は
警
察
官
は
、
要
人
へ
の

危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
小
型
無
人
機
の

飛
行
の
妨
害
、
当
該
小
型
無
人
機
の
破
損
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
者
（
第

四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
小
型
無
人
機
を
飛
行
さ
せ
、
又
は
飛
行
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
措
置
に
よ
り
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

（
関
係
機
関
へ
の
協
力
要
請
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
第
九
条
の
許
可

の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
関
係
機
関
に
協
力
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
規
則
へ
の
委
任
） 

第
十
二
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

め
る
。 

（
罰
則
） 

第
十
三
条 

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
項
及
び
第
五

項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
八
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

３ 

こ
の
条
例
の
失
効
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

 

（
準
備
行
為
） 



４ 

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

対
象
施
設
及
び
当
該
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
対
象
施
設
及
び
当
該
対
象
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対

象
施
設
周
辺
地
域
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
に
お
い
て
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

別
表 

外
国
要
人
（
第
二
条
関
係
） 

 

一 

外
国
の
元
首
（
当
該
国
の
憲
法
に
基
づ
き
元
首
の
任
務
を
遂
行
す
る
団
体
の
構
成
員
を
含
む
。
）

及
び
外
国
の
元
首
の
任
務
を
代
行
し
得
る
地
位
に
あ
る
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
家
族
の
構
成
員 

 

二 

外
国
の
政
府
の
長
及
び
外
国
の
政
府
の
長
の
任
務
を
代
行
し
得
る
地
位
に
あ
る
者
並
び
に
こ
れ
ら

の
者
の
家
族
の
構
成
員 

 

三 

外
国
の
外
務
大
臣
及
び
こ
れ
に
同
行
す
る
家
族
の
構
成
員
並
び
に
外
国
の
外
務
大
臣
に
準
ず
る
地

位
に
あ
る
者 

 

四 

外
国
の
外
務
大
臣
以
外
の
外
国
の
大
臣
及
び
こ
れ
に
同
行
す
る
家
族
の
構
成
員
並
び
に
外
国
の
外

務
大
臣
以
外
の
外
国
の
大
臣
に
準
ず
る
地
位
に
あ
る
者 

 

五 

国
際
連
合
の
事
務
総
長
及
び
事
務
次
長
並
び
に
我
が
国
が
加
盟
国
と
な
っ
て
い
る
国
際
機
関
の
事

務
局
長
並
び
に
こ
れ
ら
に
同
行
す
る
家
族
の
構
成
員 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
、
知
事
が
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
の
接
遇
を
行
う
必
要
が
あ
る
と

認
め
て
指
定
す
る
も
の 


